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【研究ノート】

諸外国におけるミクロデータ提供関連

法規の整備状況とデータ提供の現状

森博美

はじめに

世界における最近30～40年の統計利用面での特徴的な動きとして，非集

計データ利用の広がりがある。これには，コンピュータのハード，ソフト

両面での情報処理技術の進展により，利用者自身が固有の利用目的に応じ

てデータを自ら処理することが技術的に可能となったことに起因する要素

が大きい。

そのような新たなタイプの統計利用が普及するに従い，早いところでは

1960年代末頃から，各国の政府統計機関はそういった用途の統計利用のた

めに個体識別情報を除去した個体ベースのデータ（以下ではこれをミクロ

データと呼ぶことにする）を，公共利用ファイル（PublicUseFile)，あ

るいは秘密遵守宣誓，さらには施設内に限定した使用といった様々な形態

で提供してきている。また最近では，こういったミクロデータは国境を越

えて流通し各種の国際比較分析等に広く活用されているだけでなく，途上

国の中には，例えばフイリピンのように，ミクロデータの「輸出」に積極

的な国も見られる。

周知の通りわが国では，「統計法」第15条が指定統計について，また第

１5条の２が承認統計と届出統計の作成のために徴集された調査票等の統計
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目的以外への使用を禁止している。このような中で個体ベースのデータに

ついては，第15条第２項の「前項の規定は，総務大臣の承認を得て使用の

目的を公示したものについては，これを適用しない」という条文を根拠

に，いわゆる「目的外使用制度」として極めて限定的な形でその使用が認

められてきた。特に制度の運用にあたっては，利用目的の公益'性が厳しく

要求され，単なる学術研究目的での利用については一般に公益性を充足す

るものとは認められてこなかった。

このような制度運用の影響もあり，わが国ではミクロデータを用いた学

術研究は，これまで極めて限定的な範囲でしか行われていない。統計利用

をめぐるこのような問題を解決するためにわが国でもミクロデータの利活

用環境の早急な整備が急務であることが，1995年の統計審議会答申『統計

行政の新中・長期構想』でも指摘されている。

ところで，世界の主要各国におけるミクロデータの提供にかかわる統計

調査票の取り扱いやミクロデータの提供実態，さらには関係法規の整備状

況をサーベイしたものとしては，1996年～1998年度文部省科学研究費補助

金（特定領域研究）「統計情報活用のフロンティア拡大の研究」（領域代表

者：松田芳郎現東京国際大学教授）の計画研究班（Ａ-02）による一連の

海外調査，それに総務省統計局統計基準部が2001年度に19カ国の政府統計

機関を対象に実施した調査(1)がある。そこで以下では，これらの調査結果

並びに独自に入手した各種資料に依拠しながら，各国の実I情を紹介するこ

とにしたい。

1．アメリカ合衆国

1.1識別統計情報とその秘密保護政策

アメリカ合衆国では，1971年に「連邦統計に関する大統領委員会」がそ

の勧告の中で，統計に係る秘密保護について，「回答者が一般に識別され
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るか，又はその者に何らかの意味で不利益を及ぼす方法でのデータの開示

を禁止すること」と規定した。また同委員会は，データの秘密保護のため

に当該機関が秘密保護規定を持たねばならないこと，秘密保護の条件下で

のデータの省庁間の移転にも配慮すべきこと，なども提言している〔(23）

ｐ316〕。

さらに'977年７月には「プライバシー保護研究委員会」が，「連邦当局

が調査あるいは統計目的のために徴収し保有するいかなる記録や`情報も，

個人が識別できる形でその記録に関わる個人に対して直接的に影響を及ぼ

すいかなる決定あるいは行為をなすのに使用されてはならない」との指摘

を行っている〔(23)ｐ317〕。

同じく1977年10月には，「連邦のペーパーワークに関する大統領委員会」

が，（イ）「統計目的で徴収されたかあるいは保管されている'情報は，専ら

統計目的でのみ使用することを他の統計機関が保証する場合を除き，行政

目的または規制のために使用されてはならず，また個人を識別可能な形態

で開示してはならないこと，（ロ)行政・規制目的で徴収された情報は，適

切な秘密保護，安全確保策が講じられ，その`情報が専ら統計目的でのみ使

用されるとの保証が得られた場合には，統計への使用に供されるべきであ

るとの指摘を行っている〔(23)ｐ317〕･

合衆国におけるこういった議論は，その後のペーパーワーク削減をめぐ

る論議として継承される。しかし，ペーパーワーク委員会での議論は，ど

ちらかといえば「効率性」に比重を置いたものであり，統計目的で徴収し

た個人情報の秘密保護に関する法整備は，カーター大統領以降の各政権に

とっての連邦統計の懸案課題として残された。そのような中で，いくつか

の連邦政府統計機関で，秘密保護のための法整備がはかられる(2)。

「9.11事件」は，アメリカにおける統計に係る識別個人`情報の取り扱い

の転機ともなった。事件発生後ほどなく制定された「アメリカ合衆国愛国

法」（TheUSAPatriotAct）は，統計作成目的で徴収された,情報に関

して，それまで回答者に対して保証してきた秘密保護の誓約を部分的に反
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故にする内容を持つものであった。この法律に基づき同法の執行機関は，

例えば，連邦統計調査の主要受託機関の一つともなっているThe

NationalCenterforEducationStatisticsが同組織の統計｣情報徴収に関わ

る秘密保護規定に従って徴収した識別個人情報にアクセスできる権限を付

与されることになった〔(23)ｐ317〕。

このような識別個人情報の他行政機関への提供は，調査実施機関と回答

者との間の調査実施をめぐる信頼関係を損ない，最終的には作成される統

計そのものの品質低下につながるものである。このため，「母国安全保障

情報共有化法」（TheHomelandSecuritylnformationSharingAct）の

法案審議に際しては，秘密保護を宣誓することにより専ら統計作成目的の

ために行政機関が徴収した個人の識別可能な情報を母国安全保障'情報

(homelandsecurityinformation）に含めるべきではないとの論議がなさ

れ，両者を別カテゴリーの情報とみなすことが，同法案の下院審議で修正

動議として出され，承認された〔(23)ｐ318〕。

ところで，2001年夏に行政管理予算局が政府統計の作成に関わる14の連

邦政府機関を対象に実施した調査“InteragencyCouncilonStatistical

Policy”は，各機関での統計の秘密保護規定が統一的でないこと（patch

work)，さらに，政府機関によっては，TheTradeSecretsAct，The

PrivacyAct,TheFreedomoflnformationActの諸規定を準用すること

で統計に係る秘密保護の根拠としているものもあるという事実を明らかに

した(3)。このように合衆国では，個体が識別可能な連邦統計'情報に対する

秘密保護については，統一的な条文が存在しないという状況が長期間にわ

たり継続されてきた。

このような中で合衆国連邦政府は，1999年に下院を全会一致で通過した

｢統計効率化法」（TheStatisticalEfficiencyActofl999）と2001年に提

案されていた「秘密情報保護法」（TheConfidentialInformationProtec‐

tionAct）を統合した新たな法律「秘密情報保護および統計効率化法」

(TheConfidentiallnformationProtectionandStatisticalEfficiency 
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Ａｃｔｏｆ2002,以下CIPSEAと略称）を提案した。個人，企業，その他か

ら統計目的で徴収された全ての識別可能な情報について，統一的にその秘

密保護をはかる法律として提案されたCIPSEAは，「2002年ｅ政府法」

(e-GovernmentActof2002,PublicLawlO7-347）第Ｖ編として2002年

１１月15日に上・下両院を通過し，同年12月１７日に大統領署名により発効し

た。

CIPSEAは，法律の名称，同法に関係する諸定義，法の実施機関なら

びに他の法律との関係などを規定した第501～504条，秘密保護を規定した

サブタイトルＡ（第511～513条)，それに政府統計機関の間での統計情報

共有による統計の効率化策を規定したサブタイトルＢ（第521～526条）の

３つの部分から構成される。このうち本稿での議論に最も関わるのは，サ

ブタイトルＡである。

この法律は，統計作成のために徴収される情報の秘密保護に対するこれ

までの法的パッチワーク状態に終止符を打ち，体系的な保護措置の枠組み

を与えるものであった。このような法整備は，秘密保護の誓約のもとに統

計作成機関に対して提供された情報の保護に関する国民の信頼の低下が，

統計データの品質低下を通して統計分析の正確』性ならびに完全性を損なう

(第511条(a)(4)）ことになるため，その保護を担保することが，回答者の統

計に対する信頼（trust）を確保し，統計作成における国民の協力を得る

上で不可欠である（第511条(a)(5)）との認識に立って行なわれたものであ

り，それはまた国民の利益ならびに社会のニーズに合致するもの（第511

条(a)(3)）でもあった。

このような意図を持って制定されたCIPSEAは，その第511条(b)に法制

定の目的として以下の３つの規定を設けている。

（i)秘密保護の誓約の下に統計目的で個人あるいは組織によって，ある機関

（｢合衆国法典」第31編第102条に規定された執行機関，もしくは同じく第４４

編第3052条に規定された機関）に提供された情報が専ら統計目的にのみ使

用されること（第511条(b)(1)）
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(i)秘密保護の宣誓の下に統計目的で諸機関に情報の提供を行った個人あるい

は組織は，その情報を識別可能な形態で本編によって許可された者以外に

開示されないこと，また統計目的以外のいかなる目的にもその情報が使用

されないこと（第511条(b)(2)）

(iii)秘密保護の宣誓の下に統計目的で得られた個人の識別可能な`情報に対する

アクセスを制限し，あるいはその使用に制限を加えることによってその秘

密保護措置を講じること（第511条(b)(2))。

1.2ミクロデータ提供関係規定

合衆国のセンサス法はその第９条で，「この法律の規定に基づいて提供

された情報を統計目的以外に使用すること，そのデータを提供した特定の

事業所又は個人が識別されるような形で公表すること，あるいは商務省，

局あるいは機関によって認定された職員以外の人が個々の報告を研究する

ことを許可してはならない」と規定している。このようにセンサス法その

ものにはミクロデータの提供を明示的に根拠づける条文は存在しない。合

衆国では，実務上はセンサスの種類毎に調査結果の公表についての規定が

あり，それに従ってミクロデータの作成，提供が行われている〔石田('0）

ｐ５〕･

合衆国におけるミクロデータの提供については，センサス局の活動を規

定した「合衆国法典」（ＵＳＣode：1976年10月修正）が個別データの提供

の法的根拠を与えている〔CitteuretaL(21)ｐ791〕。すなわち「合衆国法

典」第13編第８条は，データ提供の根拠ならびに提供条件を次のように規

定している。

（b)連邦政府の省庁，機関及び事業所，コロンビア特別区行政府，本編中の第

191条(a)項において言及される任意の領地あるいは地域行政府（その下位機

関を含む)，州あるいは地方機関その他の公的機関及び民間人と諸機関に対

して，長官は，報告者もしくはその代理人から報告された情報が明らかと

ならない集計表その他の統計資料の写しを提供すること及び特別な統計的

編集や調査を行うことができる。

（c)権利侵害に対･する訴追の場合を除き，本条の下に提供される情報は，いか
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なる場合にも報告者ないしその情報の関係者に不利益を与える形で提供さ

れてはならない。

また，続く第９条では，個体情報の提供形態等を商務長官及び商務省の

各部局の職員に対する禁止条項として，次のように規定している。すなわ

ち，

（１）情報が収集される統計目的以外のいずれの目的にも本編の適用を受ける,情

報を提供すること。

(2)識別可能な形で特定の事業所あるいは個人に関する情報を提供すること。

(3)商務省あるいはその部局及び諸機関の宣誓職員と雇用者以外の者に個人に

関する記録を調査させること。

ところで，統計目的で徴収された情報に関する包括的な秘密保護を規定

したCIPSEAは，統計データや,情報の利用ならびに開示の制限について，

次のように規定している。

まずその利用については，専ら統計目的のために秘密保護の宣誓の下に

ある機関によって徴収されたデータおよび情報は，第512条(a)によって，

官吏，雇用者あるいは第502条(2)(A)，⑥に規定される者によって，専ら統

計目的のみ使用されるべきとの制限が課されている。

また統計データと情報の開示に関しては，第512条(b)の各号によって次

のような制約が加えられている。

(1)専ら統計目的のために秘密保護の宣誓の下にある機関によって徴収された

データおよび情報は，回答者が事前に承認した場合を除き，当該機関によ

って専ら統計目的以外のどのような使用のためにも識別可能な形態で開示

されてはならない。

(2)前項(1)に従う開示は，その機関の長が開示を承認し，その開示が他のいか

なる法律によっても禁止されていない場合にのみ許可される。

(3)本条の規定は，専ら統計目的のために秘密保護の宣誓の下にある機関によ

って徴収されたデータおよび情報に適用される秘密保護を制限あるいは緩

和するものではない。

センサス局では，1963年にはじめて1960年人口住宅センサスの詳細調査

票（longｆｏｒｍ）データから全世帯の0.1％の抽出率で作成したミクロデ
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一夕の提供に踏み切った。1970年，1980年人口住宅センサスでは抽出率が

全世帯の1％に引き上げられ，この他にもセンサス局では，1968年まで遡

及した経常人口調査（CPS）の公開ミクロデータが作成，提供され，こ

れら以外にも，センサス局が所管するほとんどの世帯調査について公開ミ

クロデータが作成されている〔ＣＯＸ(20)ｐ５〕。

2．カナダ

アメリカ合衆国におけるミクロデータの提供に触発され，1960年代初

頭，カナダでもこの種のデータ提供への要望が研究者を中心に多方面から

寄せられた。それを受けてカナダ統計局では，当初，局内に特別組織を設

置し，オーダーメイド型のミクロデータに基づく解析処理サービスを開始

した。しかし，サービス提供に時間がかかり，利用者がデータに対して対

話形式で処理ができなかったことから利用面での弾力性に欠け，しかも費

用が高いといった一連の問題点が露見することになった〔石田(10)p

l7〕。この問題に抜本的に対応するために，カナダ統計局は1971年に統計

法を改訂し，ミクロデータ提供に関する法整備を行った。

従来の統計法では，個票情報の取り扱いに関して「情報の提供者から事

前の承諾を得ないで公表することを全面的に禁止」していた。これに対し

｢1971年統計法」の秘密保護条項である第17条は，「`情報漏洩の禁止」に関

して次のように規定している〔統計基準部(15)ｐ351〕。

(1)本法第11条又は第１2条に基づいて締結された協定が規定する条件に従った

’情報伝達及び本条に従って本法に基づいてなされる告訴の場合を除き，

(2)本法に基づいて雇用された者又は雇用されたとみなされる者であって，本

法第６条に定める宣誓を行った者以外の何人に対しても識別可能な個票の

閲覧を許可してはならない。

(3)本法第６条に定める宣誓を行った者は，いかなる方法によっても，本法に

基づいて取得した情報の提供により，個票から得られる属性情報が個々の

個人，企業又は団体と関連づけることができるような仕方で提供し又は故
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意に提供させることをしてはならない。

3．イギリス

イギリスにはこれまで統計基本法規にあたるものはなく，個々の統計調

査に関して議会が制定した個別調査法規によって必要事項が規定されてき

た。イギリスにおける統計調査行政において特に重要とされてきたのは，

｢1920年センサス法」（TheCensusActl920)，「1938年人口統計法」（The

populationStatisticsActl938)，「1947年通商統計法」（TheStatistics

ofTradeActl947)，それに「1979年農業統計法」（TheAgricultural

StatisticsActl979）である。

個票データの提供にあたって統計機関側がこれまで依拠してきたのは，

｢1947年通商統計法」第９条である。そこには「本法の…規定の下に収集

したいかなる個々の推算や個票それに個々の企業に関するいかなる'情報

も，推算，個票あるいは`情報の主体である当該企業の経営者による書面で

の事前の合意がなければ，…これを開示してはならない」と規定されてい

る。例外的にそれが認められる場合にも，（a)推算，個票あるいは,情報を保

有する所管の大臣が命令により省庁または輸入税諮問委員会に対して当該

省庁あるいは委員会がそれらの業務の遂行のために行うもの，または(b)本

法の下での違反に関するあらゆる訴訟手続きの報告のために行うものに限

定されてきた〔(4)p27〕・

イギリスの欧州連合（ＥＵ）への加盟により同国の統計行政は，統計分

野におけるＥＵ基準への調整という政策対応を迫られることとなった。す

なわち，イギリスは加盟国として，域内の統計作成に係る統一法規（｢共

同体統計に関する1997年２月１７日付け理事会規則（EC）322/97｣）を批准

し，統計作成，提供業務の面でＥＵの他の加盟国と同一歩調をとることを

要請され，ミクロデータのＥＵＲＯＳＴＡＴへの提供義務を負うことになっ

た。
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さらに統計業務のＥＵ基準への調整は，法制度面にも及んでいる。イギ

リスは，対外的に1997年２月に「ＥＵ統計法」（EUStatisticalLaw）を

批准，承認〔統計基準部(18)ｐ219〕する一方，国内では法体系の見直し

を積極的に進め，2002年１０月には国の統計業務遂行の基本原則を定めた国

家統計行政施行規範（NationalStatisticsCodeofPractice）が施行され

た。

「施行規範」では，個票データの使用は，第５条（秘密の保護）で取り

上げられており，そこでは，「データの徴集ないしその統計目的への使用

に際して秘密が保護される」として，その達成のための方策が７点にわた

って指摘されている。

（a)統計局長は，特に同意された場合を除き，個体が識別されるような形で統

計が作成されることがないことを含め，秘密保護に係る基準を設定しなけ

ればならない。

（b)国の統計のために提供されたデータは統計目的のためめにだけ使用される。

（c)国の統計の作成に係る者はすべて，提供者の秘密を保護する義務を有し，

不当な公表に対して法的罰則が適用されることを承知するものとする。

（d)個体を識別可能なデータは，物理的に安全な形で保管されること。データ

へのアクセスは承認を必要とし，データが正当な研究にのみ使用され，そ

れ以外には合理的に情報が入手できないと所管の長がみなした場合にのみ

許可される。

（e)個体が識別可能な情報が法律により提供されねばならない場合にも，明示

的な命令並びに統計局長の個人的な責任において提供されなければならな

い。

（f)専ら統計目的のために収集されたものと同様の秘密保護基準が行政記録か

ら得られたデータに対しても適用される。

(9)報告者は，統計調査において彼らが提供する`情報の主たる使途並びにそれ

へのアクセスの制限についての情報の提供を受けることができる。

ところでイギリスの国家統計局には，同局が所管する調査に基づく個体

データ（匿名ミクロデータ及び識別個体データ）についての独自の提供シ

ステムがある。この提供システムは，中央省庁だけでなく，地方自治体，

公的機関さらには研究者等による個体ベースのデータ利用に対して国家統
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計局が直接データの提供サービスを行うもので，わが国の目的外使用申請

制度に相当する。

利用者から出された利用申請については，上級審査委員会がそれを審議

し，その結論が統計局長に報告されることになっている。申請案件につい

て秘密が完全に保証されると国家統計局が判断した場合に使用が許可され

るが，民間企業については，このシステムによるデータの提供対象から除

外されている。なお，利用申請の審査にあたっては，以下の７点が秘密保

護の基準とされている。

(1)政府統計のために提供されるデータは，統計目的のためにだけ使用されな

ければならない。

(2)ミクロデータの入手とそれのいかなる加工も，「施行規範」と「プロトコ

ル」に照らして合法的でありかつそれらに適合的なものでなければならな

い。

(3)いかなるｶﾛｴも個体を特定するようなものであってはならない。

(4)徴集の際の誓約並びに秘密の保護は絶対的に尊重されなければならない。

(5)個体が特定できるデータは物理的に安全に保管されなければならない。

(6)提供されるミクロデータは，研究の必要並びに研究目的に照らして適合的

でなければならない。

(7)識別あるいは識別可能な統計資料へのアクセスは，「施行規範」並びに「プ

ロトコル」に規定されている通り，国家統計の目的および報告者に対して

なされた約束と整合的な場合にのみ認められる。

このようなミクロデータ提供の要件を満たした利用申請として，2003年

４月から同年11月までに合計41件について使用が認められた。なお，この

うちの28件がＥＵＲＯＳＴＡＴを含む政府機関で，残りの13件が大学等の学

術機関となっている。後者のうち７件は後述のEssex大学のUKData

Archiveから出されたもので，そのうち６件は，二次分析のための公的利

用ファイルの作成にかかわる申請である。

このようないわば目的外使用申請制度による個体ベースのデータの統計

作成機関からの直接提供に加え，イギリスでは特定の大学を窓口として匿

名化された個体データ（ミクロデータ）を民間ユーザーあるいはＥＵその
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他海外の利用者に提供する仕組みが制度化されている。

(1)TheDataArchive（エッセクス大学）によるサーベイ・ミクロデー

タの提供

アーカイブが研究･教育を目的とする電子データの保管と利用のために

エッセクス大学に開設されたのは1967年である。施設の開設当初は政府統

計以外のデータを収集しており，その後政府統計の集計データが収集対象

に加えられた。1980年前後から，アーカイブは政府統計のミクロデータ，

特に各種標本調査（surveys）の調査個票データから作成されたミクロデ

ータの収集，提供活動に本格的に乗り出した。現在アーカイブには，政

府・民間のミクロデータ，集計データ，政府業務データ，それに電子化さ

れた記述文書など，4,000点以上のファイルが保管され，提供されている。

なお，現在，アーカイブは，ＨＥＦＣ（HigherEducationFundingCoun-

cil）とＥＳＲＣ（ＥＣonomicandSocialResearchCouncil）からの公的予算

によって運営されている。

アーカイブの保管ファイルのリストはＷｅｂ公開されており，個々のデ

ータセットを利用した研究業績リストも含めたメタデータがＷｅｂ上で閲

覧でき，利用申請もインターネット経由で行うことができる。アーカイブ

には年間で約8,500件の申請が寄せられているがそのうち海外からの申請

は約100件である。なお，利用申請の対象となるデータの約８割は政府統

計で，研究者だけでなく当該統計の作成機関以外の政府機関もそれらをし

ばしば利用している。

ヨーロッパでは1976年に社会科学研究及び教育における統計利用の推進

を目的に「欧州社会科学データ・アーカイブ協議会（CESSDA）が創設さ

れた。この協議会の設立により，各国のデータ・アーカイブは国際的ネッ

トワークを通じて連携し，ミクロデータの国際的な流通システムが作り上

げられた。なお，協議会の設立にあたってはエセックスのアーカイブが中

心的な推進役として貢献した。
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(2)ＣCSRによるセンサス・ミクロデータの提供

人口センサスを所管していた旧人ロセンサス調査局ＯPCSは，1994年

に人口センサス（1991年実施）から初めてミクロデータを作成し，ＥSRC

に有償供与した。ＥＳＲＣの助成を受けて1992年に1991年センサス匿名標

本データ（SamplesofAnonymisedRecords:ＳＡＲs）の管理，提供及び

研究のために設置されたＣＭＵ（CensusMicrodataUnit）をその前身と

するマンチェスター大学のセンサス・サーベイ研究センター（TheCentre

forCensusandSurveyResearch）は，その維持，管理並びに提供業務を

受託することにより，1995年11月に本格的な活動を開始した。

1991年センサスについては，「２％個人ＳＡＲ｣(4)と「１％世帯ＳＡＲ｣(5)と

いう２種類のセンサス・ミクロデータが作成されたが，これは，より詳細

な地域表章に主に関心を持つ地理学等の利用者と地域区分よりも人口・世

帯分析により強い関心を持つ社会学等の利用者の双方の利用ニーズに配慮

したものである。なおＳＡＲの内容構成については，研究者等から構成さ

れるセンサス利用者協議会も一定の要望を提出できるが，最終的なミクロ

データの仕様の決定は国家統計局が行う。

ＳＡＲｓについては，学術研究目的だけでなく商業利用にも供されている

が，非学術利用については有料である。またイギリスでは，個人ＳＡＲ，

世帯ＳＡＲという研究等の利用のために提供されるミクロデータの他に

も，採用変数の数を制限した小規模ファイルである教育用ＳＡＲが作られ

ており，統計学，地理学，さらには社会科の教材として各種の教育機関に

提供されている。

2001年センサスＳＡＲについて国家統計局は，公共利用ファイル（Pub

licUseFile:ＰＵＦ）という観点から91年ＳＡＲに比べてより制限的でない

条件で広範囲な利用者に提供することを当初は予定していた。しかし使用

者に一切の利用制約を課さない公共利用ファイルという提供方針はその後

軌道修正され，認可ＳＡＲ（LicensedSAR）として91年ＳＡＲと同様マン
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チェスター大学ＣCSRを窓口として提供されることになった。2001年セ

ンサス認可ＳＡＲとしてはすでに「３％世帯ＳＡＲ」が提供されており，

地理学等の地域研究用により詳細な地域区分を持つ「５％ＳＡＭ:Small

AreaMicrodata」について2005年夏に提供予定である。なおこれらの認

可ＳＡＲｓの利用にあたっては，利用申請者はＣＣＳＲに認可登録が必要で

ある。

認可ＳＡＲについては，９１年センサスＳＡＲよりも大Ｉ幅に変数区分が統

合きれ，ＳＡＲが持つ情報量が大幅に削減されることになった。このため

研究者グループでは，学術研究目的でのＳＡＲを別途作成するように国家

統計局に申し入れを行った。この結果，2001年センサス・ミクロデータに

ついては，認可ＳＡＲとは別途に91年センサスＳＡＲｓと同程度の』情報を有

する学術研究利用目的でのファイルとして統計局構内（in-house）使用限

定のControlledAccessMicrodataSample（CＡＭＳ）という別仕様の

ＳＡＲが作られることになった。なおＣＡＭＳについては，提出された使

用申請は国家統計局内に設置された「センサス研究使用委員会」（Census

ResearchAccessBoard）で審査され，統計局の「ミクロデータ提供委員

会」（MicrodataReleasePanel）等(6)で審議を経て提供される。

(3)ＯＮＳによるＬＳデータのオーダーメイド処理サービス

ＬＳ（LongitudinalStudy）データは，人口の約１％（非公表の４誕生

日LSbirthdays出生者が対象）について，１日ＯPCSが保有していた人口

センサス個票とイングランド･ウエールズ登録局（GRO）が保有する政府

保健中央登録（TheNationalHealthServiceCentralRegister：

NHSCR）の個人記録とを住所，氏名等の識別情報を用いてリンクするこ

とにより作成されているもので，1971年から81年，９１年，2001年とセンサ

スが実施される都度作成され，すでに30年におよぶパネル・データとなっ

ている。

ＬＳデータについては，2001年12月からは，TheLondonSchoolof
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HygieneandTropicalMedicineのTheCentreforPopulationStudies

に設置されたCentreforLongitudinalStudyInformationandUser

Support（CeLSIUS）が学術研究利用者からの利用申請受付窓口となっ

ている(7)。しかしＬＳデータについては，その対象者本人に対しても標本

となっている事実は秘密とされており厳格な秘密保護を必要とすることか

ら，サーベイ．ミクロデータ，センサス・ミクロデータとは異なり，The

CensusandPopulationStatisticsActによりデータの管理，使用に関し

て特に厳しい規制が課されている。このためＬＳデータについては特に厳

格なデータ管理下でその運用が行われており，データにアクセス可能なの

は直接の担当部局の限られた職員だけに限定される。国家統計局内の他の

部門からの申請も含め，他の政府機関および外部研究者からセンターに提

出された利用申請については，利用目的の公益性並びに秘匿性の確保等に

ついて局内に設けられたResearchBoardで審査され，適当と判定された

申請案件についてＬＳ課（Unit）とのジョイント・プロジェクトが立ち上

げられ，局内で処理された結果については，秘密保護についての点検の

上，申請者に結果のみが提供される。

このようにイギリスでは，サーベイ，センサスそれにＬＳデータという

それぞれ特性の異なる３つのタイプの政府ミクロデータについて，それぞ

れ独自の提供システムによってデータの提供が行われている。

4．ドイツ

ドイツでは，1971年ミクロセンサスから作られたミクロデータが学術研

究用に提供されたのを契機に，社会経済の構成要素である個人や世帯，階

層について，ミクロデータに基づく多変量解析，パネル分析，縦断面

(longitudinal）分析といった学術面での利用が広範な広がりを持って展

開された。それらはドイツで現在，「ミクロ分析」として社会科学におけ

る－つの研究領域として確固とした地位を築いている〔浜砂(11)P､8〕・ミ
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クロ分析は，主に，社会的不平等と貧困，教育の機会均等の社会階層移動

への影響や女性の社会参加といった公共性の高い社会福祉面での政策課題

の選択ならびに政策評価面で多くの成果を生み出している。

ドイツにおけるミクロデータ整備の制度的前提となる法制度面での対応

は，おおむね次のような経緯をたどって展開されてきた。浜砂によれば，

「ドイツ連邦統計法」で匿名性と匿名化された調査個票の概念が明記され

るのは1980年改正法以降である。それ以前の統計法には，行政並びに科学

研究目的での調査個票データの使用に関しては特に匿名性の規定は設けら

れていなかった。

1970年代の欧米におけるプライバシー保護運動の高揚は，￣方で個人'情

報の使用を前提とするミクロ分析に対する脅威となり，他方で行政側もプ

ライバシー保護措置の立法化をはかることになる。ドイツでも1976年に

｢連邦データ保護法」が制定され，調査個票提供の原則が明確化される

〔浜砂(6)〕。

「1980年連邦統計法」では，個人'情報の統計目的での譲渡，さらには統

計目的外使用のための譲渡についても，譲渡できるデータの範囲，譲渡目

的，譲渡対象者，使用者の守秘義務その他が規定された。さらに匿名性に

ついても，「申告義務者ないしは当事者にもはや関係付けることができな

い申告個票は，連邦統計局と州統計局によって譲渡されることができる」

(第11条第５項）と明記され，この法改正によって匿名ミクロデータが調

査個票から制度的に区別された。これは，従来からある調査個票の目的外

使用とは別に，ミクロデータの提供に道を開くことになった〔浜砂(6)

Ｐ９〕。しかしこの法改正の際に連邦議会は，秘密保護の観点から，その採

択にあたって，匿名化された個体データが再識別される可能性について

｢疑問の余地がないほどに排除される必要がある」との付帯決議を行った。

以上のような結果，成立した「1980年連邦統計法」は，科学研究への申

告個票の提供を「絶対的匿名性」が充足された場合に限定して認めること

となった。このような完全に匿名化されたミクロデータは，いわゆる公的



諸外国におけるミクロデータ提供関連法規の整備状況とデータ提供の現状３３７

利用ファイルとして厳格な利用上の制約を課すことなく広範な層に対して

提供できる。その反面で公的利用ファイルは，学術研究目的での利用には

必ずしも適合的なミクロデータの提供方式とはいえない。なぜならこの種

のデータセットの場合，完壁な秘密保護を達成するために変数の限定，分

類の大幅な統合，限定された（再）抽出率の小規模サンプル，さらにはノ

イズの付加といった様々な秘匿措置がとられた結果，原データが持ってい

た情報が著しく損なわれることになるからである。

このため，絶対匿名化により作成された公的利用ミクロデータは，学術

研究目的での利用要求を充足することができなかった。すなわちドイツに

おけるミクロデータの提供では，「絶対匿名性」の要件が，学術研究の資

料として利用するに値するミクロデータ提供の大きな制約となり，結果的

に「1980年連邦統計法」第５項の規定は，学術利用のためのミクロデータ

の提供という意味では著しく実効性を欠くものとなった。

ドイツにおける本格的なミクロデータ提供の画期となったのは，1983年

国勢調査の違憲判決を受けて成立した「1987年連邦統計法」である。同法

第16条1項は「秘密保護原則」について，「連邦統計のために提供された

個人の境遇あるいは身体的状況に関する個別データは，特別法に別途規定

がある場合を除き，在職者及び連邦統計の業務を委託された者であって公

務に係る特別の宣誓を行った者によって開示されてはならない」と規定し

ており，その４で「回答者又は関係者を識別することのできない個別デー

タ」についてその適用対象外とする旨が定められている。このような形で

それまで「1980年連邦統計法」が認めていた絶対匿名性要件を充足する個

別データの提供の制度的枠組みは，「1987年連邦統計法」でも継承されて

いる。

それと同時に「1987年連邦統計法」には，連邦統計局及び州統計部局が

｢科学プロジェクトの用に供するため，高等教育機関又は独立の科学研究

任務を委任されているその他の機関に対し｣，「その個別データの識別が，

多大の時間，費用，そして労力によってのみ可能」であるという「事実上
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の匿名化」に基づき個別データを提供し得ることがはじめて条文の形で盛

り込まれた（第16条(6)）〔統計基準部(17)ｐ36〕。

「事実上の匿名化」であってもデータが有する`情報量は削減され，デー

タの分析的利用可能性は減じられる。このためデータの提供元である連邦

統計局あるいは州統計局等には，データの秘密保護の遵守義務を遂行する

一方で，データの利用可能性要件の充足のために匿名化による情報量の喪

失を最小限に留める方法論の研究が求められた。

「事実上の匿名化」に基づくミクロデータの提供という法整備を受けて，

1988～91年にかけて，マンハイム大学WalterMuller教授の指揮の下，

｢事実上の匿名化」の具体的方法論の策定に関する大規模な調査プロジェ

クトが，連邦統計局，州統計局，連邦及び州のデータ保護コミッショナ

ー，マンハイム大学およびマンハイム社会調査方法論分析センター

(ZＵＭＡ）の参加を得て組織された〔浜砂(11)ppl74-5〕･

プロジェクトでは，地域分類の統合，変数の削減，ノイズの付加，トッ

プコーディング，非直近データの提供といった様々な匿名化方策が検討さ

れた。その結論として，データのスワッピングあるいはデータへのノイズ

の付加については，極めて有効な匿名化策であるとしながらも，ミクロデ

ータの』情報的価値を著しく損なうことから適当でないとされた(8)。

匿名化に加えてミクロデータの提供に係るデータの秘密保護を補強する

政策としてドイツでは，事実上の匿名ミクロデータの提供機関と利用者側

とが結ぶ契約の安全対策面での一般原則として次の点が確認されている

〔統計基準部(17)ｐ208〕。

・提供されたデータの使用をチェックする適切な技術的・組織的方策

・個体特定の試みに対する契約上の罰則

・指定された学術目的のみへの使用

・第三者へのデータ提供の禁止

・研究作業の終了時のデータの削除又は返却

・オリジナルデータからの抽出データ又は複写データは原データとみな
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すこと

．地域別の標本抽出計画についての照会を行わないこと

統計匿名ミクロデータとして，1987年までのミクロセンサス，1992年以

降の住宅手当に関する統計，1991年以降の道路交通事故統計，1993年建

物･住宅標本調査，1990年所得構造調査，１９７８，８８，９３年所得消費標本調

査，企業老齢年金制度調査，死因統計，などが提供された〔統計基準部

(17)pp200-1〕・

一方，事実上の匿名ミクロデータとしては，1990年代に，1989年から９５

年までは隔年のミクロセンサス（95年以降は毎年)，1991,92年病院調査，

1995年住宅･住居センサス，1990年以降の家計調査，1991年以降の道路交

通事故統計，1994から96年の欧州共同体世帯パネル調査などが学術利用の

ために提供されている〔統計基準部(17)pp212〕。その後，マンハイム社

会調査分析方法論センターの体制が整備されるにつれて，数多くの学術利

用用のミクロデータが提供されるようになった。

ところで，個人や世帯調査と異なり，企業等の経済単位を対象とするデ

ータでは，個体が識別される可能'性が大きい。イギリス，フランス，カナ

ダでは統計機関内部on-siteでの利用という方式で研究者は学術研究目的

で経済ミクロデータを利用することができ，フィンランドでは公的利用フ

ァイルとして提供されている〔統計基準部(１７)pl79〕・経済ミクロデータ

についてドイツでは，研究者が処理プログラムを統計機関に提出し，統計

機関側で処理を行い，その結果について秘匿'性の観点からの点検を経た上

で申請の研究者に結果のみを提供するといういわばオーダーメイド処理方

式での使用便宜の提供が現在検討されている〔統計基準部(17)p､180〕。

5．オーストラリア

オーストラリアでは1970年代までは，印刷物による集計結果表の公表を
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原則とし，追加的な集計要望については，いわゆるオーダーメイド方式に

よる特別集計の提供という形での対応がなされてきた。大量'情報の処理が

可能なコンピュータの普及を受けた利用者の統計ニーズの高まりによる統

計利用の多様化に既存の提供体制が対応しきれなくなったことから，オー

ストラリア統計局は，1983年に統計法（TheCensusandStatisticsAct）

を改正することで，ミクロデータ提供の法整備を図った゜

それまでの「1973年統計法」では，報告者の秘密保護に関して「統計局

長，局職員は……本法に基づいて提供された個票のいをなる内容，’情報も

漏らしてはならない」（第24条）と規定されていた。「1983年統計法」では

この部分が，「統計局長又は統計局職員である者又は職員であった者は，

規則（Determination）又は本法による場合を除き，提供されたいかなる

』情報も直接又は間接にいかなる者に対しても漏洩又は伝達してはならな

い」（第19条）と改められた。なおこれに関連して，規則第７条は，統計

局長による個別統計データ（individualstatisticaldata）の開示条件につ

いて，提供できる情報の形態，提供者が提出する誓約書，さらには使用目

的等を規定している。

まず，提供できる情報の形態については，氏名，住所等の識別情報が削

除され，特定の人や組織が識別できないような形に限定されている。ま

た，統計局長には，このような個別データを提供する際に，個人利用の場

合には使用者本人，公的機関等による使用の場合にはその責任者による誓

約書の取得が義務づけられている。さらに，データの使用目的は統計目

的(9)だけに限定され，データの第三者への提供も禁じられている〔石田

(10)pp50-51〕・

個別情報のこのような秘密保護策を担保するために同条は，統計局長に

対し，許可された利用に係る作業終了後の個別情報の返却命令権ならびに

開示条件の遵守を確認するための立ち入り調査権限を付与している〔(石

田(5)ｐ84)〕。

このような法改正を受けてオーストラリアでは，統計局内に「ミクロデ
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一夕検討委員会」が設置された。この委員会は，申請のあったミクロデー

タの提供が妥当であるかどうかを判定し，結果を統計局長に具申するとい

う提供審査業務，さらにはファイルの標準化あるいは秘匿措置等に関する

方法論研究業務を遂行する〔(石田(5)ｐ84)〕・

オーストラリアでは，1980年代半ばにミクロデータの提供は開始され

た。しかしそれが本格化するのは，そのための法体系が整備される1990年

代以降であるといわれている〔(石田(5)p,52)〕。なお，石田の調査によれ

ば，1985年以降の10年間にこの国では25O近い数のミクロデータセットが

提供されているが，その中の約35％を連邦政府と大学からの利用申請が占

めている〔(石田(5)ｐ87)〕。

6．ニュージーランド

ニュージーランドでは，1975年にそれまでの「1955年統計法」が改正さ

れたのを契機に個票データの提供が開始される。しかし，その提供はあく

までも地方政府を含めた政府機関における利用を対象としたものであった

〔石田(5)ｐ89〕。すなわち，共管調査として実施された統計調査について

個票を当該機関同士が相互に使用でき，また他の政府機関に対してその機

関の任務遂行に必要な研究ならびに統計目的のために提供が認められたに

すぎない。

1980年代以降，高性能計算機の普及は，政府統計ミクロデータに対する

研究者のニーズを高めることになった。しかし，ニュージーランドでは，

｢統計法」に明確な規定がないことから，政府機関以外へのミクロデータ

の提供は，今のところ提供を受ける者による秘密保持の宣誓という条件の

下に申請案件に対してケースバイケースで認められているに過ぎない〔石

田(5)ｐ､92〕。なお，実際のミクロデータの利用方法は，統計局内部での利

用（on-site）と局外への提供による利用（off-site）とがあるが，後者は

秘密漏洩の危険性が高いことから，利用者は基本的に政府機関に限られる
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〔石田(5)ｐ92〕。

7．オランダ

オランダでは，「中央統計局及び統計委員会の設立に関する法律」の第

11条が，同局が職務の遂行に関連して徴集したデータは統計目的のためだ

けに使用できる旨を規定している。また第１3条は，個体識別されないため

の秘密保護措置がとられている場合に限り，大学その他の研究機関，中央

計画庁，ＥＵＲＯＳＴＡＴ及び中央統計委員会が承認した組織等に提供でき

ることを規定している〔山家(7)P,１１〕。

8．フィンランド

政府統計が基本的にレジスターベースで作成されているフィンランドで

は，政府機関及び地方自治体の業務に関するデータや企業，法人，自営に

関する登録データは公開となっている。しかし，それ以外の個別データに

ついては非公開扱いである。これら非公開データのうち識別子を削除した

ものについては，研究目的に提供されるものもある〔統計基準部(15)Ｐ

70〕。なお，同国のミクロデータの提供に関連する諸規定は，下記の通り

である。

まず，「統計法」第17条第１項は，以下の第２，３項に規定される政府

諸機関並びに企業等の登録データ以外の統計用に収集したデータについて

の秘密が保護される旨を規定している。続く第18条では，前条で秘密保護

の対象とされたデータについて次のような開示原則を定めている。

(1)統計作成目的のために取得された秘密I情報は，法の定めるところにより又

はデータ主体の同意を得てこれを第三者に開示することができる。ただし，

かかるデータは，行政上の意,恩決定又はそれに類する目的に使用するため

にこれを開示してはならない。
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(2)統計作成機関が統計作成目的のために収集したデータは，科学研究又は社

会情勢及びその進展に関する統計調査に使用するために開示することがで

きる。ただし，個人データファイル法に定める個人データ及び他の統計単

位の個体識別データを除く。

(3)本条第２項の定めにかかわらず，フィンランド統計局は，科学研究又は統

計調査に使用するために，個人の年齢，性別，学歴及び職歴に関するデー

タを開示することができる。ただし，データの受領者が個人データファイ

ル法に基づいてかかるデータの受領を許可されている場合に限る。

(4)データの開示は，データ主体にいかなる損害も弊害も与えてはならない。

関係行政機関はデータの開示に当たって，データの保護に必要な命令を発

するものとする〔統計基準部(17)ｐ257〕。

さらに同法は，その第22条において，データ使用に関する秘密保護義務

として，次の３点を規定している。

(1)本法第17条の秘密保護規定の適用を受けるデータは，第三者に提供しては

ならず，また私的な利益を得るために使用してはならない。

(2)本条第１項の規定は，データの安全を損なうおそれがある場合には，統計

の作成に関連するデータ処理プログラム及び処理方法（instructions）にも

適用するものとする.

(3)秘密保持の義務は，公表前の提供あるいは使用が財務省令によって禁止さ

れている未公開統計データにも適用するものとする〔統計基準部(17)P、

258〕・

フィンランドでは，この他にも「個人データ法」第１５条が，統計の作成

利用に係る個人データの処理に関して次のように規定している。

(1)個人データを使用しなくては統計が作成できない場合又は基礎データの必

要が充たされない場合

(2)統計の作成が管理者の従事している業務である場合

(3)ファイルが専ら統計目的に使用されるとともに，これによって特定の個人

の身分が確定できるような方法では開示されることのない場合（データが

公式統計として開示される場合を除く）〔統計基準部(17)ｐ284〕。
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9．ノルウェー

ノルウェーでは，1989年に新統計法（Actrelatingtoofficialstatis‐

ticsandStatisticsNorway-theStatisticsAct）が施行された。中央統

計局が統計作成のために収集した情報の使用に関して，新法は旧法に対し

て次のような特徴を持つとされる。すなわち，同局が統計作成を目的とし

て収集した一般的でしかも機密性の低い情報については，データ監査局の

許可を得て他の目的に使用することができる。ただしその使用許可は限定

された範囲で認められるものであり，それは中央統計局に対するデータ提

供者の信頼を損なわない方法で使用されねばならず，守秘義務ならびにデ

ータの使用目的に関しては厳格な諸規定が適用される〔統計基準部(18)P，

35〕。

このようなデータ提供に関して新統計法では，その第２条第６項が「情

報の公開」として，提供にあたっての条件を次のように規定している。

「定められた`情報提供義務に基づいて徴集された，又は自発的に提供され

た情報は，いかなる場合においても，データ提供者その他識別しうる個人

を特定することができ，その結果，関係者に害を及ぼすような形態におい

て，又はデータ提供者若しくは個人が第５条1項(3)（1991年法律第66号に

より廃止）記載の受託者若しくは公的機関である場合は識別しうる個人に

不当な害を及ぼすような形態においては，公開されないものとする｡」

ノルウェー中央統計局では，データ監査局との協議の上，個人ならびに

企業に関する'情報を特別な調査プロジェクトに対して提供してきた。しか

し利用者は様々な分野にまたがる多様な利用ニーズを持っていることか

ら，中央統計局サイドでは，個々の課単位での取り扱いの能力を超えるデ

ータの提供については，利用請求に対して十分な対応ができなかった〔統

計基準部(18)ｐ81〕・

同国では「ノルウェー社会科学データサービス」（NSD）がこれまで２０

年以上にわたり中央統計局との協力関係に基づき，同局からの提供を受け



諸外国におけるミクロデータ提供関連法規の整備状況とデータ提供の現状３４５

た統計のデータ・ベースを構築し，研究目的でのデータ提供を行ってき

た。1999年に統計の提供に係る協力協定が拡充され，匿名化された個人デ

ータ（ミクロデータ）についても提供対象に含まれるようになった。これ

に伴い，ＮＳＤはミクロデータ提供の窓口機関としての役割も持つことに

なった。

ミクロデータの利用希望者は，調査プロジェクトという形でＮＳＤと契

約を結び，ＮＳＤを通じて中央統計局に対してミクロデータの利用申請を

提出する。プロジェクトが完了しミクロデータの使用が終了した時点で

ＮＳＤは提供したデータを回収する。

このような新たなデータ・サービス・システムを構築することで，ノル

ウェーでは，学術研究目的でのミクロデータについて，より安全でしかも

効率的な提供が可能になったといわれている〔統計基準部(18)p､81〕。

１０．スウェーデン

スウェーデンでは，特に高度に専門的な学術研究に限定して，個体識別

子を除去し個人や企業等を特定できないようにしたマイクロデータの利用

システムが，「個人データ法」に従って制度化されている。

同法には，個人データの処理に関連して個人の尊厳の侵害を防止する諸

規定が定められている。情報の収集目的と相容れないいかなる目的のため

にも個人データは処理されてはならない。しかし歴史的，統計的並びに学

術的目的への個人データの処理については，’情報の徴集目的と相容れない

とはみなされない。なお，取り扱いに慎重を要する個人データの研究並び

に統計目的への使用に関しては，別途規定が定められている〔統計基準部

(17）ｐ352〕。
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11．韓国

韓国では，「統計法」（1962年１月法律第980号，1999年１月最終改正）

第13条第２項が秘密保護規定の一環として，「統計作成のために収集され

た個人，法人又は団体に属する秘匿を要する基本資料は，これを統計作成

以外のいかなる目的にも使用してはならない」と規定している。しかし同

時に他方で，「統計機関の長は，本法第１３条の規定に反しない限りにおい

て，大統領令が定める条件に基づいて統計データを広範に使用させるもの

とする」という第16条の規定を根拠に，近年，ミクロデータの提供も行わ

れている。

韓国統計庁が実施したセンサスや標本調査の個別情報は，個人や事業所

の秘密が厳格に保護される限りでそれを必要とする利用者に提供され，利

用者の求めに応じたオーダーメイド集計サービスも行われている。特にミ

クロデータの提供と関連して注目される点は，2000年５月から，人口・住

宅センサスの２％ファイルがいわゆる公共利用ファイルとして一般にＣＤ

－ＲＯＭ提供されるようになった点である。なおこの他にも韓国では，統

計庁が作成した個別データに利用者自らが庁内でアクセスしデータ処理が

できる“on-siteaccess，，systemもすでに稼動している。

むすび

本稿では世界の主要先進国について，政府統計ミクロデータの提供に係

る統計法規の整備並びにミクロデータ提供の現状について概観してきた。

その結果，1970年代以降ほとんどの国で統計法等の統計基本法規あるいは

それを根拠に制定された規則や政令等によって，識別できない形態での個

体情報の提供を可能とする法整備が行われていることが明らかになった。

ハード，ソフト両面での情報処理技術の発展が大量データの解析処理能
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力を一般の利用者にも付与する中で，学術研究利用者を中心に，調査によ

って得られた個体ベースのデータを利用者が直接使用し，独自の研究目的

に応じて処理，分析を行うという新たなタイプの統計利用が急速な広がり

をみせる。

このような新たな統計ニーズに対応するため，1970年代以降，先進各国

は相次いで統計法規を改定し，様々な形で非集計データの提供体制を整備

してきた。このような取り組みの結果，諸外国ではミクロデータが，従来

からの集計表形式での統計提供に加えて，統計の提供形態としての市民権

を獲得し，その提供組織である各国のデータ・アーカイブに大量のミクロ

データが蓄積されてきた。

このような各国のアーカイブでのミクロデータの蓄積と並行して，アー

カイブ間の国際的連携の動きが1970年代後半に開始される。それを先導し

たヨーロッパでは，1976年に社会科学研究および教育へのデータ利用の推

進を目的に「欧州社会科学データ・アーカイブ協議会CouncilofEur‐

opeanSocialScienceDataArchive：CESＳＤＡ」が結成された。現在，

CESSDAには21カ国のアーカイブが参加しており，ヨーロッパ以外の地

域のアーカイブも，データ提供面で相互に連携を強化している。ミクロデ

ータは単に国内の研究者による学術利用に留まらず，国境を越えて流通す

るケースがますます一般化してきており，各国の政府統計機関が統計目的

で収集した統計原情報がミクロデータとして，当該国以外の研究者等によ

って，国際比較研究その他に広く活用されている。

戦後，わが国で「統計法」が制定された当時，調査結果の提供は集計表

ベースで印刷物の形で行われるのが一般的であった。このような提供形式

は，当時の情報処理技術レベルを考えれば，それなりに合理的なものであ

った。その中で追加的な集計ニーズあるいは分析的利用ニーズについて

は，秘密保護並びに利用目的の公益性という条件に従って，第15条２項の

いわゆる目的外使用制度の運用によって一応，制度的対応が図られてき

た。
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この目的外使用制度については，公益性の範囲，審査に要する期間の長

さ，使用許可に係る官民間の処遇の差などその運用に係る様々な問題点が

指摘されている。特に公益性に関しては，統計審議会の答申も，「何が公

益への積極的な貢献かについては，公益性の概念が時代の経過や環境変

化，技術進歩等に対応しながら推移するものであり，その時々の社会通念

の上に立って解釈すべきである」〔統計基準部(1)ｐ73〕として，統計利用

促進の観点からその弾力的運用を求めている。

本稿で検討したような諸外国でのこの間の取り組みを踏まえ，わが国に

おいてもミクロデータの本格的な提供システムの構築の前提となる法整備

が喫緊の課題として要請されているように思われる。

（2005年１月31日）

《注》

(1)総務省統計局統計基準部では，2001年６月に19カ国に質問票を送付し，同

年７月から翌2002年１月にかけて合計10カ国から回答を得た。その結果

は，報告書〔統計基準部(15)～(18)〕にまとめられている。

（２）この間に，TheNationalCenterforHealthStatistics,TheNational

AgriculturalStatisticsService，TheNationalCenterforEducation 

Statisticsにおいて，秘密保護法規が整備された〔(22)ｐ317〕。

(3)行政管理予算局が調査を行った連邦政府機関における秘密保護等に関する

規定の設置状況の内訳は，以下のとおりである〔(23)ｐ316〕。

（a)秘密保護の対象となる統計情報の共有化を求める規定を設けている機関

…EnergylnformationAdministratiｏｎ 

（b)統計情報の秘密保護に関して何らの規定も有しない機関…TheEnvi‐

ronmentalProtectionAgency,TheEconomicResearchService 

（c)統計`情報の秘密保護に関して部分的な規定を有する機関…TheUS

BureauofLaborStatistics，ＴｈｅＵＳ・BureauofTransportation

Statistics,TheNationalCenterforEducationStatistics,TheSocial 

SecurityAdministratiｏｎ 

（d)統計Ⅲ情報の秘密保護に関して広範な規定を有する機関…TheuS・

BureauofEconomicAnalysis,ＴｈｅＵ・SBureauofJusticeStatistics，
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ＴｈｅＵＳ・CensusBureau,TheStatisticsoflncomeDivisionaｔｔｈｅＵ、

SInternalRevenueService（IRS),TheNationalAgriculturalStatis‐ 

ticsService,TheNationalCenterforHealthStatistics,TheNational 

ScienceFoundation〔(22)ｐ316〕

（４）「２％個人ＳＡＲ」は110万人からなる標本で，センサスの全個人情報と－

部の世帯'情報が収録されており，世帯ＳＡＲと同様，世帯と家族員とをリ

ンクさせた分析ができる。なお個人ＳＡＲでは全国が278に区分されてお

り，より詳細な地域分析ができる。

（５）「１％世帯ＳＡＲ」は216万世帯（世帯員数約50万人）の標本で，グレー

トブリテン地域については世帯と家族員をリンクして分析できるようなフ

ァイルの設計が行われている。世帯ＳＡＲについては下記の個人ＳＡＲに

比べて個体識別の危険'性がより高いため，採用されている地域区分も全国

１２区分と大幅に統合されている。

（６）イングランド及びウエールズについての利用申請はMicrodataRelease

Panel，スコットランドについてはスコットランド登録局（GROS)，また

北アイルランドに関わる申請は北アイルランド統計調査局Northern

lrelandStatisticsandResearchAgency（NISRA）がその審議を行う。

（７）イギリスでは，ミクロデータの提供窓口機関については，定期的に見直さ

れ，提供するサービスの内容などに基づき，入札により決定されることに

なっている。

（８）ドイツで第一次ファイルと呼ばれる学術利用仕様の事実上の匿名ミクロデ

ータについては，例えばミクロセンサスの場合，

・居住者50万人未満の地域を特定することができないこと。

・複数の地域共同体からなる地域については40万人未満であってはなら

ない。

・全国で５万人に満たない国籍については統合表示

・全国で各変数の件数が5,000以上からなるように統合すること。

という「事実上の匿名化」の基準が設定されている。

(9)AustralianBureauofStatisticsAcｔｌ９７５第６条(5)は「統計目的」につ

いて，「統計の収集，編集，分析及び公表に関連する目的を含む」と規定

している。
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〔附属資料〕各国統計法，統計関係法令における条文整備状況

Ｉ・識別個体データの開示禁止関係規定

アメリカ

合衆国

SubtitleAConfidentiallnformationProtection 

Section511・FindingsandPurposes

(b)PURPOSES-Thepurposesofthissubtitlearethefollowing： 

(2)ToensurethatindividualsorOrganizationswhosupplyinformationunder 

apledgeofconfidentialitytoagenciesforstatisticalpurposeswillneither 

havethatinformationdisclosedinidentifiableformtoanyonenotautho． 

rizedb ｙ thistitlenorhavethatinformatioｎｕｓｅｄｆｏｒ 

thanastatisticalpurpose． 

〔秘密』情報保護・統計効率化法〕

サブタイトルＡ秘密`情報の保護

第511条（評決及び目的）

(b)目的一本サブタイトルは次の目的を持つ。

aｎｙｐｕｒｐｏｓｅ other 

(2)秘密保護の宣言下に統計目的で個人又は組織から機関に対して提供された情

報が，本章により権限を付与されていないいかなる者にも識別できる形で情報

が開示されないこと，また統計目的以外のいかなる目的にも使用されないこと

を保証すること。

Section512・LimitationsonUseandDisclosureofDataandlnformation

(b)ＤＩＳＣＬＯＳＵＲＥＯＦＳＴＡＴＩＳＴＩＣＡＬＤＡＴＡＯＲＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ 

(1)Ｄａｔａorinformationacquiredbyanagencyunderapledgeofconfidential‐ 

ityforexclusivelystatisticalpurposesshallnotbedisclosedbyanagency 

inidentifiableform，foranyuseotherthananexclusivelystatistical 

purpose,exceptwiththeinformedconsentoftherespondent． 

(2)Adisclosurepursuanttoparagraph（１）isauthorizedonlywhenthehead 

oftheagencyapprovessuchdisclosureandthedisclosureisnotprohibited 

ｂ ｙａｎｙ otherｌａｗ． 

(3)Thissectiondoesnotrestrictordiminishanyconfidentialityprotections 

ｉｎｌａｗｔｈａｔｏｔｈｅｒｗｉｓｅａｐｐｌｙｄａｔａｏｒｉnformationacquiredbyanagency 

underapledgeofconfidentialityforexclusivelystatisticalpurposes． 

第512条（データ及び情報の使用並びに開示の制限）

(b)データ及び'情報の開示

(1)専ら統計目的のために秘密保護の誓約の下に機関が収集したデータ又は情報

は ， 回答者による事前の同意がある場合を除き，専ら統計目的以外のいかなる

目的に対しても，機関によって識別可能な情報は開示されてはならない。

(2)(1)項による開示は，機関の長がかかる開示を許可しかつ開示が他のいかなる法

律によっても禁じられていない場合にのみ許可される。

(3)本条は，ざもない場合に専ら統計目的のために秘密保謹の誓約の下に機関が収

集したデータ又は情報に適用される法のいかなる秘密の保護を制限したり又は

減ずるものではない。
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カナダ SＥＣＲＥＣＹ 

17．Prohibitionagainstdivulginginformation 

(1)Exceptforthepurposeofcommunicatinginformationinaccordanceｗｉｔｈ 

anyconditionsofanagreementmadeｕｎｄｅｒｓｅｃｔｉｏｎｌｌｏｒｌ２ａｎｄｅｘｃｅｐｔｆｏｒ 

thepurposesofaprosecutionunderthisActbutsubjecttothissection， 

(a)ｎｏperson,otherthanapersonemployedordeemeｄｔｏｂｅｅｍｐｌｏｙｅｄｕｎｄｅｒ 

thisAct，andswornundersection6，ｓｈａｌｌｂｅｐｅｒｍｉｔｔｅｄｔｏｅｘａｍｉｎｅａｎｙ 

identifiableindividualreturnmadｅｆｏｒｔｈｅｐｕｒｐｏｓｅｓｏｆｔｈｉｓＡｃｔ 

〔統計法〕

17条（情報漏洩の禁止）

(1)本法第11条又は第１2条に基づいて締結された協定が規定する条件に従った情報伝

達及び本条に従い本法に基づいてなされる告発によるものを除き，

①本法に基づいて雇用された者又は雇用されたとみなされる者であって，本法第

6条に定める宣誓を行った者以外の何人に対しても識別可能な個票の閲覧を許

可してはならない。

イギリス 4．Penalties 

(2)NoinformationobtainedbyvirtueofthisActwithrespecttoanyparticular 

personshallbedisclosedexceptsoｆａｒａｓｍａｙｂｅｎｅｃｅｓｓａｒｙ－ 

(a)fortheperformancebyanypersonofhisfunctionsunderthisActin 

connectionwiththefurnishing,collectionorcollationofsuchinformation； 
ｏｒ 

(b)fortheperformancebytheRegistar-Generalofhisfunctionsundersection 

fiveoftheCensusAct，1920； 

andifanypersondisclosesanysuchinformationincontraventionofthis 

subsection，ｈｅｓｈａｌｌｂｅｌｉａｂｌｅｏｎｓｕｍｍａｒｙｃｏｎｖｉｃtiontoimprisonmentfora 

termnotexceedingthreemonthsortoafinenotexceedingfiftypounds,orto 

bothsuchimprisonmentandsuchfine，ｏｒ，onconvictiononindictment，ｔｏ 

ｉｍｐrisonmentforatermnotexceedingtwoyearsortoafinenotexceedingｏｎｅ 

hundredpoundsortobothsuchimprisonmentandsuchfine： 

Providedthatnothinginthissubsectionshallapplytoanydisclosureof 

informationmadeofthepurposesofanyproceedingswhichmaybetakenin 

respectofanoffenceunderthissection，ｏｒｆｏｒｔｈｅｐｕｒｐｏｓｅｓｏｆａｎｙｒｅｐｏｒｔｏｆ 

suchproceedings． 

〔1938年人口統計法〕

第４条（罰則）

２．本法により特定の者に関して得た↓情報は，以下において必要とされる場合を除

き 一切開示してはならない。

①本法に基づきかかる情報の提供，収集若しくは照査に関して義務を負う者がそ

の履行のために開示する場合

②1920年センサス法第５条により義務を負う登録長官がその履行のために開示す

また

る場合

本項の規定に違反してかかる者が当該`情報を開示したときは，即決処分によ

り３ヶ月以下の懲役若しくは'0ポンド以下の罰金，又は懲役及び罰金の併科に処せ
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られるものとし，又は起訴により有罪の判決があったときは，２年以下の懲役若し

くは100ポンド以下の罰金，あるいは懲役と罰金の併科に処せられるものとする。

ただし本項の規定は，本条違反に関し行われる訴訟手続きの目的のために,情報が開

示される場合，又はかかる訴訟手続きの報告の目的のために1情報が開示される場合

には一切適用されない。

Section9Disclosureofinformatio、

Noindividualestimatesorreturns,andnoinformationrelatingtoanindivid‐ 

ualundertaking，obtainedundertheforegoingprovisionsofthisAct，shall， 

withoutthepreviousconsentinwritingofthepersoncarryingontheundertak･ 

ingwhichisthesubjectoftheestimates,returnsorinformation,bedisclosed 

except‐ 

(a)inaccordancewithdirectionsgiveｎｂｙｔｈｅＭｉｎｉｓｔｅｒｉｎｃｈａｒｇｅｏｆｔｈｅ 

governmentdepartmentinpossessionoftheestimates,returnsorinforma‐ 

tiontoagovernmentdepartmentortothelmportDutiesAdvisoryCom、

mitteeforthepurposesoftheexercisebythatdepartmentorCommitteeｏｆ 

anyoftheirfunctions;ｏｒ 

(b)forthepurposesofanyproceedingsｆｏｒａｎｏｆｆｅｎｃｅｕｎｄｅｒｔｈｉｓＡｃｔｏｒａｎｙ 

reportofthoseproceedings． 

〔1947年通商統計法〕

第９条（情報の開示）

本法の上記諸規定の下に収集されたいかなる個々の推算や個票，それに個々の企業

に関するいかなる情報も，以下の場合を除き，推算，個票あるいは情報の主体であ

る当該企業の経営者による書面での事前の合意がなければ，これを開示してはなら

ない。

①推算，個票あるいは情報を保有する省庁の所管大臣が，他省庁又は関税諮問委

員会がその権限を行使する目的のために当該省庁又は委員会に対して開示する

場合，あるいは

②本法違反の訴訟手続き又は同手続きに関する報告目的のために開示する場合

5．ProtectingConfidentiality 

Wheredataarecollectedorusedforstatisticalpurposes，weguaranteeto 

protectconfidentiality 

(a)TheNationalStatisticianwillsetstandardsforprotectingconfidentiality， 

includingaguaranteethatnostatisticswillbeproducedthatarelikelyto 

identifyanindividualunlessspecificallyagreedwiththem． 

(c)Everyoneinvolved 1， theproductionofNationalStatistiｃｓｗｉｌｌｂｅｍａｄｅ 

awareoftheirobligationstoprotectproviderconfidentialityandofｔｈｅ 

legalpenaltieslikelytoapplytowrongfuldisclosure． 

Theseobligationswillcontinuetoapplyaftercompletionofservice． 

(d)Dataidentifyingindividualswillbekeptphysicallysecure・Accesswill

requlre authorisationandwillonlybeallowedwhentheHeadofProfes． 
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ｓ１０ｎｌｓ satisfiedthedatawillbeusedexclusivelyforjustifiableresearch 

andthattheinformationisnotreasonablyobtainableelsewhere． 

(e)Whereinformationidentifyingindividualsmustbegivenupbylaw,itｗｉｌｌ 

bereleasedonlyundertheexplicitdirectionandonthepersonalresponsi‐ 

bilityoftheNationalStatisticia、．

(f)Thesameconfidentialitystandardswillapplytodataderivedfrom 

administrativesourcesasapplytothosecollectedspecificallyforstatisti‐ 

cal purposes． 

(9)Respondentswillbeinformedofthemainintendedusesandaccesslimita‐ 

tionsapplyingtotheinformationtheyprovidetostatistical 

〔国家統計行政施行規範〕

第５条（秘密の保護）

lnqulrles． 

データの収集ないしその統計目的への使用に際して秘密は保護される。

①統計局長は，特に同意された場合を除き，個体が識別されるような形で統計が

作成されることがないことを含め，秘密保護に係る基準を設定しなければなら

ない｡ 

②国の統計の作成に係る者はすべて，提供者の秘密を保護する義務を有し，不当

な公表に対して法的罰則が適用されることを承知するものとする。

③個体を識別可能なデータは，物理的に安全な形で保管されること。データへの

アクセスは承認を必要とし，データが正当な研究にのみ使用され，それ以外

には合理的に情報が入手できないと所管の長がみなした場合にのみ許可され

る ◎ 

④個体が識別可能な情報が法律により提供されねばならない場合にも，明示的な

命令並びに統計局長の個人的な責任において提供されなければならない。

⑤専ら統計目的のために収集されたものと同様の秘密保護基準が行政記録から得

られたデータに対しても適用される。

⑥報告者は，統計調査において彼らが提供する情報の主たる使途並びにそれへの

アクセスの制限についての情報の提供を受けることができる。

ドイツ Articlel6・Confidentialitｙ 

(1)Individualdataonpersonalcircumstancesorthematerialsituationprovid 

forfederalstatisticsshallnotbedisclosedbytheincumbentsandthepersons 

speciallysworninforpublicservicewhoareentrustedwiththeoperationof 

federalstatistics，unlessotherwisestipulatedbyaspeciallegalprovision． 

Ｔｈｉｓｄｏｅｓｎｏｔａｐｐｌｙｔｏ 

4.individualdataiftheycannotbeallocatedtotherespondentorthe 

personconcerned 

〔連邦統計法〕

第16条（機密性）

(1)連邦統計用途に提供された個人的境遇又は身体の状況に関する個々のデータは，

特別法に別段の定めがある場合を除き，在職者及び連邦統計の運営を委任された

者であって公務に係る特別の宣誓を行った者によって開示されてはならない。こ

のことは，次の各号には適用されない。
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●●●●白●

④回答者又は関係者を識別することができない個々のデータ

オースト

ラリア

12．Publicationetc・ofstatistics

(2)Theresultsorabstractsreferredtoinsubsection(1)shallnotbepublished 

ordisseminatedinamannerthatisｌｉｋｅlytoenabletheidentificationofa 

particularpersonororganization． 

〔センサス・統計法〕

第12条（統計の公開等）

(2)(1)項記載の結果又は要約は，特定の人又は組織を識別し得るおそれのある方法で

は公開又は頒布してはならない。

13．Releaseofinformation 

(1)NotwithstandinganythinginthisAct（otherthanthissection),theMinister 

may,byinstrumentinwriting，makedeterminationsprovidingforandin 

relationtothedisclosure,withtheapprovalinwritingoftheStatistician,of 

informationincludedinaspecifiedclassofinformationfurnishedinpursu‐ 

anceofthisAct． 

(2)Withoutlimitingthegeneralityofsubsection(1),determinations 

ｐｒｏｖ１ｓ１０ｎ： 

(a)astothepersonstowhomtheinformationmaybedisclosed； 

ｍａｙ ｍａｋｅ 

(b)astothepersons,beingthepersonsfromwhomtheinformationhasbeen 

obtained,whoseconsentisrequiredforthedisclosureoftheinformation； 

and 

(c)specifyingtermsandconditionssubjecttowhichtheinformation ｍａｙ bｅ 

disclosed，including,butwithoutlimitingthegeneralityoftheforegoing， 

tｅｒｍｓａｎｄｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓａｓｔｏｔｈ erequiringofapersontowhomtheinforma‐ 

tionis,ｏｒｉｓｔｏｂｅ,disclosedtogiveanundertaking,inwritingwithrespect 

tothedisclosureoftheinformationbythatperson,includinganundertak‐ 

ｉｎｇｎｏｔｔｏｄｉｓｃｌｏｓｅａｎｙｏｆｔｈｅｉｎｆｏｒｍationtoanyperson． 

(3)Informationofapersonalordomesticnaturerelatingtoapersonshallｎｏｔ 

bedisclosedinaccordancewithadeterminationinamannerthatislikelyto 

enabletheidentificationofthat person． 

(4)Subjecttosubsection(5)，adeterminationundersubsection(1)isadisallowa‐ 

bleinstrumentforthepurposesofsection46AoftheAcねＩ)z花ゆ”ねﾉﾉo〃Ａｃｔ

１９０１， 

(5)Determinationsshallbedeemedtobestatutoryruleswithinthemeaninｇｏｆ 

ｔｈｅＳｊｔｚｊ"/０ ,qｙ Ｒ"んｓＰｂ‘6/ｊｃａｊｊ０〃ＡＣノI9a3．

〔センサス・統計法〕

第１３条（‘情報の開示）

(1)大臣は，この法律の（本条以外の）いかなる記載にもかかわらず，書面により ， 

この法律に従って提供された特定の情報分類に属する情報を，統計官の書面によ

る承認を得て，開示を認め，かつそれに関連した決定をなすことができる。

(2)決定では，（１）項の一般`性を限定することなく，次の各事項を定めることができ
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る 。

①その情報を開示してよい相手に関する事項

②その情報の提供者で，情報の開示に本人の同意が必要な者に関する事項

③上記の一般性を損なうことなく，情報開示の条件には，情報の開示先又は開示

先となる予定の者が自己によるその情報の開示に関して書面で誓い（その情報

のいかなる部分も何人にも開示しない旨の誓いを含む）をなすべきことに関す

る条件も含む。

(3)決定に従って人の個人的な又は家庭に関する情報を開示するときは，その人を識

別しうるおそれのある方法では開示しない。

(4)(5)項に従い，(1)項に基づく決定は1901年法律解釈法第46条Ａの目的のための手段

としては許されない。

(5)決定は，「1903年命令公開法」にいう命令とみなす。

19．Secrecy 

(1)Apersonwhois,ｏｒｈａｓｂｅｅｎ,theStatisticianoranofficershallnotexcept： 

(a)inaccordancewithadetermination;ｏｒ 

(b)forthepurposesofthisAct； 

eitherdirectlyorindirectly,divulgeorcommunicateanyinformationfurnished 

inpursuanceofthisActtoanyperson（otherthanthepersonfromwhomthe 

informationwasobtained)． 

〔センサス・統計法〕

第19条（秘密保持）

(1)統計局長又は職員である者，又はかってそうであった者は，次のいずれかの場合

を除き，この法律に従い提供された情報を，直接と間接とを問わず，（その情報

の入手源以外の)何人かに漏らしたり伝えたりしてはならない。

①決定によるか，又は

②この法律の目的のために

ニュージ

－フン ド

37Ｃ，DisclosureofindividualschedulestootherGovernmentDepartmentsfoｒ 
bonafideresearchorstatistical purposes--‐ 

(1)Notwithstandingsection37ofthisAct,theStatisticianmaydiscloseindivid‐ 

ualschedulestoanyofficerofanotherGovernmentDepartmentsolelyfor 

bonafideresearchorstatisticalpurposespursuanttothefunctionｓａｎｄ 

dutiesofthatGovernmentDepartment． 

(2)Noindividualscheduleshallbedisclosedpursuanttothissectionunless--‐ 

(a)Ｔｈｅｎａｍｅａｎｄａｄｄｒｅｓｓｏｆｔｈｅｐｅｒｓｏｎｏｒundertakingbywhomtheschedule 

ｗａｓｓｕｐｐ liedisdeleted:ａｎｄ 

(b)Everypersoninvolvedintheresearchorstatisticalprojectmakesa 

statutorydeclarationsimilartothedeclarationofsecrecyprescribeｄｂｙ 

section21ofthisAct:ａｎｄ 

(c)TheStatisticianissatisfiedthatthesecurit ｙ oftheschedulesand 

informationcontainedinthemwillｎｏｔｂｅｉｍｐａｉｒｅｄ 

ａｎｙ 

(3)Thepublishedresultsofanysuchresearchorstatisticalprojectshallnot 

divulgeanymoreinformationthantheStatisticiancouldpublishundeｒｔｈｉｓ 
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PartofthisAct． 

(4)EveryofficerofaGovernmentDepartmenttowhomanyindividualschedule 

isdisclosedpursuanttothissection,andthatGovernmentDepartment,shall 

complywithanydirectionsgivenbytheStatisticianrelatingtotheschedule 

andtheinformationcontainedinit． 

〔統計法〕

第37条Ｃ（善意の研究又は統計目的のための，他の政府の省に対する個票の開示）

(1)統計官は，本法第37条の規定にかかわらず，他の政府の省の官吏に対し，専らそ

の政府の省の任務及び義務に従った善意の研究又は統計目的のため，個票を開示

することができる。

(2)いかなる個票も，次の条件を充たさない限り，本条に従って開示されない。

①調査票を提供した人又は企業の名称及び住所が削除されること

②その研究又は統計プロジェクトに関与するすべての人が，本法第21条に定める

秘密保持の誓約と同様の暫約を行うこと

③調査票及びそこに含まれた情報の秘密保持が害されない旨，統計局長が納得す

ること

(3)かかる研究又は統計プロジェクトの結果を公開するにあたっては，統計局長が本

法のこの部に基づいて公開できる以上の情報を漏洩してはならない。

(4)本条に従って個票の開示を受けた政府の省の官吏すべて及びその政府の省は，調

査票及びそこに含まれた情報につき統計局長による指示に従わなければならな

し、

37. 

｡ 

(4)AllstatisticalinformationpublishedbytheStatisticianshallbearrangedin 

suchamannerastopreventanypartiＣｕlarspublishedfrombeingidentifi‐ 

ableb ｙａｎｙｐｅｒｓｏｎ (otherthanthepersonbywhomthoseparticularswere 

supplied）asparticularsrelatingtoanyparticularpersonorundertaking， 

unless--‐ 

(a)Ｔｈａｔｐｅｒｓｏｎｏｒｔｈｅｏｗｎｅｒｏｆｔｈａｔｕｎｄｅrtakinghasconsentedtotheir 

publicationinthatmanner,orhasalreadypermittedtheirpublicationin 

that ｍａｎｎｅｒ；ｏｒ 

(b)Theirpublicationinthatmannercouldnotreasonablyhavebeenforeseen 

bytheStatisticianoranyemployeeoftheDepartment． 

〔統計法〕

第37条

(4)統計局長が公開するすべての統計情報は，公開された調査項目をなんびとか(そ

の調査項目の供給者を除く）が特定の者又は企業に関する調査項目と特定し得る

ことを防止するように編集されなければならない。ただし，次のいずれかの場合

はこの限りでない。

①その者若しくはその企業の所有者がその方法による統計情報の公開に同意し，

又はその方法による統計情報の公開をすでに許可している場合

②統計局長又は省職員がその方法による統計情報の公開を予見することが合理的

に不可能であった場合
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ノルウェ §2-6．Thepublicationofinformation 

Informationcollectedinaccordancewithanyprescribedobligationtoprovide 

information，orwhichisgivenvoluntarily shallundernocircumstancesbe 

ｐｕｂｌｉｓｈｅｄｉｎｓｕｃｈａｗａｙｔｈａｔｉｔｍａｙｂｅtracedbacktothesupplierofanydata 

ortoanyotheridentifiableindividualtothedetrimentofthepersonconcerned， 

ortotheunreasonabledetrimentofｔｈｅｌａｔｔｅｒｉｆｔｈｅ Sｕｐｐ lｉｅｒｏｆｔｈｅｄａｔａｏｒｔｈｅ 

individualisanundertakingofthekindmentionedin§5-1thirdparagraph 

orapublicorganisation 
(巷）
RepealedbyActNo､６６ｏｆ２０Ｊｕｌｙｌ９９１． 

〔統計法〕

第２条第６項（』情報の公開）

(＃） 

情報提供義務規定に基づいて収集された，又は自発的に提供された情報は，いかな

る場合にも，データ提供者その他識別しうる個人を突き止めることができ，その結

果関係者に被害を及ぼすような形態，又はデータ供給者若しくは個人が第５条１項

第３段落(櫛)記載の受託者若しくは公的機関である場合は識別しうる個人に不当な被

害を及ぼすような形態では，公開されないものとする。
(＃） 1991年７月２０日法第66号により廃止。

韓国 Articlel6・UseoftheStatisticalData

Theheadofastatistical ａｇｅｎｃｙ shallhavethestatisticaldatausedextensivel ｙ 

undertheconditionsprescribedbythePresidentialDecreeinthelimitoffalling 

undertheprovisionsofArticlel3． 

〔統計法〕

第16条（統計データの使用）

統計機関の長は，本法第13条の規定に反しない限りにおいて，大統領令が定める条

件に基づいて統計データを広範に使用させるものとする。
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Ｌ学術目的の匿名データ開示関係規定

ドイツ Articlel6、Confidentialitｙ 

(6)Forthepurposeofscientificprojects,theFederalStatisticalOfficeandthe 

statisticalofficesoftheLaindermaytransferindividualdatatoinstitutions 

ofhighereducationorotherinstitutionsentrustedwithtasksofindependent 

scientificresearchanallocationoftheindividualdataispossibleonlywith 

anexcessiveamountoftime,expensesandmanpower,ａｎｄiftherecipients 

areincumbents，personsspeciallysworninforpublicserviceorpersons 
obligatedaccordingtopara、７．

(7)Personstobeprovidedwithindividualdatapursuanttopara､６ｍｕｓｔ 
tothetransmissionbecommittedtoconfidentialit ｙ， unlessth 

ｐｒｌｏｒ 

ｅｙａｒｅｌｎｃｕｍ‐ 

bentsorpersonsspeciallysworninforpublicservice・Articlel
and４．No.４ｏｆｔｈｅ 

４６ 

paras、２，３

Verpflichtungsgesetz”（LａｗｏｎｔｈｅＣｏｍｍｉｔｍｅｎｔｏｆ 

PersonstoSecrecy）of2Marchl974（Bundesgesetzblattl,ｐ469,Article42） 

ａｓａｍｅｎｄｅｄｂｙｔｈｅＬａｗｏｆｌ５Ａｕｇｕｓｔｌ９７４（Bundesgesetzblattl 

applymutatismutandis． 

(8)Theindividualdatapassedonpursuanttoaspeciallegal 

，ｐ ､1942） 

ｐｒｏｖ１ｓ１０ｎｏｒ 

accordingtoparas,４，５ｏｒ６ｍａｙｂｅｕｓｅｄｏｎｌｙｆｏｒｔｈｅｐｕｒｐｏｓｅｓforwhichthey 

weretransmittedlnthecasesofpara,６ｔｈｅｙwillbedeletedassoonasthe 

scientificprojecthasbeencompleted・Atagenciestowhichindividualdata

aretransmitted,itmustbewarrantedbymeansoforganisationalandtechni‐ 

calmeasuresthatonlyincumbents，personsespeciallysworninforpublic 

serviceorpersonscommittedaccordingtopara､７，sentencelarerecipients 
ofindividualdata． 

〔連邦統計法〕

第16条（機密性）

(6)連邦統計局及び州統計部局は，科学プロジェクトの用に供するため，高等教育機

関又は独立の科学研究任務を委任されているその他の機関に対し，個々のデータ

を伝送することができるが，その個々のデータの識別が過度の時間，費用及び入

員によってのみ可能であり，かつ受領者が在職者，公務のために特に宣誓した者

又は第７項に定める義務を負う者である場合に限る。

(7)前項に従って個々のデータの提供を受ける者は，伝送に先立って機密保護の宣誓

を行わなければならない。ただし，在職者又は公務のために特に宣誓した者は除

く。1974年３月２日付け「Verpflichtungsgesetz」（機密保護の宣誓に関する法

律）（Bundesgesetzblattl p､469，第42条）（1974年８月15日付け法（Bundes‐

gesetzblattl,ｐ､1942）により改正｡）第１条第２項，第３項及び第４項第４号
は ， 必要に応じて変更を加えて適用される。

(8)特別法又は第４項，第５項若しくは第６項に従って伝送された個々のデータは，

伝送された目的のためにのみ利用することができる。第６項の場合，データは科

学プロジェクトが完了ししだい削除する。個々のデータの送付を受けた機関にお

いては，在職者，公務のために特に宣誓した者又は前項第１号に基づいて誓った

者のみが個々のデータの受領者となることを

なければならない。

， 組織的技術的方法によって保証し
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フインフ

ンド

Sectionl8． 

2.Datacollectedforstatisticalpurposesbyanauthorityproducingstatistics 

ｍａｙ bereleasedforuseinscientificresearchorstatisticalsurveysconcern‐ 

ingsocialconditionsandtheirdevelopment・However,personaldatareferred

tointheActonPersonalDataFilesandtheidentificationdataofother 

statisticalunits ｍａｙ notbereleased． 

3.NotwithstandingtheprovisionsofParagraph2,StatisticsFinlandmayalso 

releaseforuseinscientificresearchorstatisticalsurveysdataonaperson 

ｓage,sex,educationandoccupationprovidedthattherecipientofthedata 

isauthorisedtocollectsuchdataundertheActonPersonalDataFiles． 

４Thereleaseofdatamustnotcauseanydamageordetrimenttothesubject 

ofthedata・Whenreleasingdata，theauthorityshallissueanyorderｓ

necessaryfortheprotectionofthedata． 

〔統計法〕

第18条

(2)統計作成機関が収集したデータは，科学的研究又は社会情勢及びその進展状況に

関する統計調査に使用するために開示することができる。ただし，個人データフ

ァイル法に定める個人データ及び他の統計111位の個体識別が可能なデータはこの

限りでない。

(3)本条第２項の定めにかかわらず，フィンランド統計局は，科学的研究又は統計調

査に使用するために個人の年齢，性別，学歴及び職歴に関するデータを開示する

ことができる。ただし，データの受領者が個人データファイル法に基づいてかか

るデータの受領を許可されている場合に限る。

(4)データの開示によってデータ主体にいかなる損害も被害も与えてはならない。デ

－タの開示に当たっては，関係行政機関はデータの保護に必要な命令を発出する

ものとする。

Sectionl8・Genealogicalresearch

(1)Unlessprohibitedbythedatasubject,datamaybecollectedandrecorded， 

alsoforareasonnotreferredtoinsection8(1),intoapersonaldatafilekept 

forthepurposesofgenealogicalresearch,asfollows:identifyingdataonthe 

memberofafamilyandhis/herspouse,theotherdatarequiredforgenealogi‐ 

calresearchandthedatasubject'scontactinformation． 

(2)Forpurposesofagenealogicalregisterreferredtoinparagraph(1),ｄａｔａ 

thatmayunderthatparagraphbecollectedandrecordedintosuchafileｍａｙ 

bedisclosedfromanotherfile,unlessprohibitedbythedatasubject， 

〔個人データ法〕

第１８条（系図学的研究）

(1)データ主体が反意を表明しない限り，データは，本法第８条第１項に掲げられて

いない理由によっても 系図学的研究用に維持される個人データファイル，家族

の構成員及び当人の配偶者についての識別データ，系図学的研究に必要とするそ

の他のデータ並びにデータ主体の連絡先のデータを収集の上これを記録すること

ができる。



362 

(2)本条第１項に定める系図学的登録のために同項に基づいて収集し記録することの

できるデータは，データ主体が反意を示さない限り，他のファイルからこれを開

示することができる。

Section35・Transferofpersonaldatatobearchived

(2)Apersonaldatafilewhichissignificantforpurposesofscientificresearch 

orotherwisemaybetransferredforarchivingtoaninstitutionofhigher 

educationortoaresearchinstituteorauthorityoperatingonastatutory 

basis，wheretheNationalArchiveshavegrantedapermissionforsuch 

archiving・TheNationalArchivesmaygrantcorporations,foundationsand

institutionsapermissiontoarchivepersonaldatafilescompiledintheirown 

activitiesandfulfillingtherequirementsabove・Inthepermissionthe

NationalArchｉｖｅｓｓｈａｌｌｌａｙｄｏｗｎｒｕｌｅｓｆｏｒｔｈｅｐｒｏtectionofthefilesandfor 

themonitoringoftheuseofthepersonaldata． 

(3)Beforegrantingapermissionreferredtoinparagraph(2)，ｔｈｅNational 

ArchivesshallreservetheDataProtectionOmbudsmananopportunityｔｏ 

issueanopiniononthematter． 

〔個人データ法〕

第35条（個人データの公文書庫への移管）

(2)科学的研究等において重要な個人データファイルは，高等教育機関，研究機関又

は法的根拠に基づいて運営される当局にこれを移管することができる。ただし，

国立公文書館がかかる移管について許可を与えた場合に限る。国立公文書館は，

企業，財団，及び教育研究機関に対して，自己の業務の遂行中に作成された上記

の要件を満たす個人データファイルを保管する許可を与えることができる。かか

る許可に際して，国立公文書館は，ファイルの保護及び個人データの利用の監視

方法について規則を定めるものとする。

(3)本条第２項に定める許可に先立ち，国立公文書館は，データ保護オンブズマンに

その案件について意見を述べる機会を付与するものとする。


